


仕 様 書 

   

作成年月日：令和６年４月１５日                                                                           

                   作成者：第３師団司令部第４部 

被服補給整備陸曹 

                                            島袋２曹

                                                  

１ 名 称 ： 千僧駐屯地体育館空調機等リース 

 

２ 場 所 ： 兵庫県伊丹市広畑１丁目１－１（陸上自衛隊千僧駐屯地体育館） 

 

３ 期 間 ： 機械設置可能期間：令和６年５月８日（水）～同年５月１３日（月） 

        稼働期間：令和６年５月１４日（火）～同年５月１９日（日） 

        機械撤去可能期間：令和６年５月２０日（月）～同年５月２４日（金） 

 

４ 役務概要 

対象施設 区 分 種 別 概 要 数 量 備 考 

厚生 

センター 

（体育館） 

空調機 

リース 

機器据付 床置型パッケージエアコ

ン５馬力 

（冷房能力 14.0kW以上） 

室外機用架台、配管等工

事含む 

各機器の手元開閉器も含

む 

１２台 

細
部
場
所
現
地
調
整 

機器撤去 

発電機 

ﾘｰｽ 

機器据付 上記空調機を使用するの

に十分な能力 

空調室外機までの配線含

む 

屋外用の収納分電盤を設

置 

※連続運転２４時間以上

が可能な燃料タンクを要

すること 

１式 
機器撤去 

試運転調整  空調機の運転確認 １式 

 

 

 

 



５  一般事項 

(1)  本作業は、本仕様書・図面及び関係諸規則等に基づき、監督官の指示により実施する 

ものとし、また図面及び仕様書に明記無き事項でも作業上当然必要なことは請負業者の 

負担において良心的に行うものとする。その他不明な事項、提出書類等疑義が生じた場 

合はその都度係官と協議し指示に従うこと。 

（2） 「監督官」とは、官側の監督職員とし、「請負者」とは当該作業請負契約の請負者又 

は契約書等の規定により定められた現場代理人をいう。 

（3） 作業に際し、本仕様書及び図面に疑義が生じた場合は、監督官と協議し、また軽微 

な変更に対し請負金額の変更はしないものとする。 

（4） 着工に先立ち工程表を作成し、監督官の承諾を受けるものとする。 

（5） 現場管理・安全管理 

   ア 請負者は、作業の実施によって部隊等の施設に対し損害を与えた場合は、損害の 

事項に対して現状復旧する。 

   イ 現場の風紀・衛生・盗難予防について必要な事項を施すとともに、請負者の責任に 

おいて管理するものとする。 

ウ  本作業で使用する材料は、全て新品とし、特記事項に無いものは、JIS規格及び各 

種協会規定、メーカー規定に合致したものを選定し、監督官の承認を受ける。使用前 

に、監督官の検査を受け、合格品のみを使用すること。 

エ 現場代理人は管理能力を有する者とし、設計図書に基づく工程の管理、施工状況の 

検査及び材料の試験等および、作業員への作業工程の周知等を行なう。 

オ 現場は、常に整理整頓を心がけ、必要に応じ清掃等を実施するものとする。 

カ 請負者は、作業条件を関係者に十分把握させるとともに、作業員に対して安全教育 

を実施し、安全な作業方法及び安全点検を実施するものとする。 

（6） 作業エリア以外への立ち入り及び指定場所以外での喫煙を禁止する。 

 

６ 特記事項 

(1) 設置要領図を参考に転倒防止や雨水侵入防止処置及び立入規制等の必要な処置を実 

施し、仕様書に明記なき事項については、監督官と協議の上、その指示に従うこと。 

(2) 消防法に基づく必要な所轄消防署からの点検受け等の手続きは請負者の計画におい 

て確実に実施するものとする。 

 

７ 検 査 

作業終了後、現場清掃のうえ監督官に届け出て検査官の実施する完成検査を受け、合格

を以て、作業完了とする。なお手直し事項が生じた場合については手直し完了後再検査を 

受け合格を以て作業完了とする。 

 

８  その他 

  この仕様書の細部事項については、第３師団司令部第４部被服補給整備陸曹と調整する 

ものとする。 

 

 

 



９  設置場所（基準） 

(1)  発電機（厚生センター近傍部） 

 

(2)  空調機（厚生センター体育館内） 

 


